
  3 愛 給 第 7 1 号 

令 和 3 年 9 月 6 日  

 愛知中部水道企業団  

  指定給水装置工事事業者 各位 

                       愛知中部水道企業団 

                        給水課長 竹 内  稔 

 

給水装置工事の閉庁日（土、日、祝日）における公道工事について（通知） 

 

 

日頃は、本企業団の事業にご理解、ご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、閉庁日（土、日、祝日）における公道工事につきましては、担当課職員が不在

であり緊急対応が困難であるため、原則、施工しないようお願いしているところでござ

いますが、お問い合わせをいただくことが多いため、改めてお知らせいたします。 

ただし、特段の理由がある場合は、施工 1週間前までに担当職員と協議を行ってくだ

さい。やむを得ないと判断した場合は、閉庁日の施工を認めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          〇お問い合わせ先 

給水課 

電話 0561-38-0035 

FAX 0561-38-1427 

 


